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現
在
、
国
民
健
康
保
険(

老
人
保
健
医

療)

に
加
入
し
て
い
る
75
歳
以
上
の
か
た

や
一
定
以
上
の
障
害
が
あ
る
65
歳
以
上
の

か
た
は
、
４
月
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
を

脱
退
し
「
後
期
高
齢
者
医
療
」
へ
移
行
し

ま
す
。
保
険
証
や
保
険
料
は
変
わ
り
ま
す

が
、
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。

新
し
い
保
険
証
は
３
月
下
旬
に
お
送
り

し
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
ご
自

分
で
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
一
定
以
上
の
障
害
が
あ
る
65
歳
以
上
74

歳
以
下
の
か
た
は
、
４
月
以
降
に
障
害

認
定
を
受
け
な
い
旨
の
申
請
を
す
る

と
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
な
く
、

一
般
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
☎(

８
３
８)

０
６
１
０

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
か
た
な
ど
が
老

人
保
健
医
療(
75
歳
か
ら)

に
入
る
ま
で
の

間
に
加
入
し
て
い
た「
退
職
者
医
療
制
度
」

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

該
当
す
る
か
た
は
４
月
か
ら
一
般
の
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
保
険
証
は
変
わ
り
ま
す
が
、
保
険
料

の
算
定
や
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
経
過
措
置
と
し
て
、

64
歳
以
下
の
か
た
は
平
成
25
年
度
ま
で
、

退
職
者
医
療
制
度
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

一
般
用
の
保
険
証
は
３
月
21
日
(金)
に
郵

送
し
ま
す(

今
年
４
月
２
日
以
降
に
65
歳
に

な
る
か
た
に
は
誕
生
月
の
月
末
に
お
送
り

し
ま
す)

。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
ご
自

分
で
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
国
保
年
金

資
格
担
当
☎(

８
６
６)

２
０
９
７

国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
保
加
入
者
の

医
療
費
を
賄
う
「
①
医
療
分
」
と
、
介
護

保
険
制
度
へ
の
納
付
金
を
賄
う
「
②
介
護

分(

課
税
対
象
は
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で)

」

の
２
本
立
て
で
し
た
。
４
月
か
ら
は
、
こ

の
二
つ
に
、「
③
支
援
金
」
の
項
目
が
加

わ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
対
し
、
74
歳
以
下
の
人
た
ち
も

お
金
を
出
し
合
い
、
支
援
し
て
い
こ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

支
援
金
を
含
め
た
国
保
税
の
税
率
や
課

国
保
税
は
「
医
療
分
」「
介
護
分
」

「
支
援
金
」
の
３
本
立
て
に

国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険がががが制制制制度度度度改改改改正正正正。。。。
４４４４月月月月かかかかららららのののの変変変変更更更更点点点点はははは…………
後期高齢者医療制度の創設や老人保健医療制度の廃止などの医療

制度改革に伴い、国民健康保険制度も４月から大きく変わります。

退
職
者
医
療
制
度
を
廃
止

75
歳
以
上
の
か
た
は
国
保
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行



日帰り人間ドックの申請方法
は５月以降にお知らせします
毎年３月に受診申請を受け付けて

いた日帰り人間ドックは、「特定健
康診査・特定保健指導」の導入に伴い、
検査項目や受診期間、自己負担額などの
見直しを検討しています。
今年度の申請方法など詳しくは、５月

の広報でお知らせします。

国民健康保険に加入している３
歳未満のお子さんの医療費は、現

在、自己負担割合が２割になっています。
４月からは２割負担の対象を６歳の誕生
日を迎える年度の３月末(義務教育就学
前)まで拡大します。
＊福祉医療制度(マル福)は、上記の医療
費に適用されます。

小学校入学前まで医療費が
２割負担に軽減されます

問い合わせ
国保年金課給付担当
☎(866)2098

税
限
度
額
な
ど
は
、
関
係
法
令
が
改
正
さ

れ
し
だ
い
、
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
賦
課
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
９
９

平
成
21
年
４
月
か
ら
、
国
保
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
が
65
歳
か
ら
74
歳
ま

で
の
場
合
、
世
帯
主
の
公
的
年
金
か
ら
国

民
健
康
保
険
税
が
特
別
徴
収(

天
引
き)

さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の

場
合
や
、
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
１
回

ご
と
の
特
別
徴
収
の
額
が
年
金
受
給
額
の

２
分
の
１
を
超
え
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
収
納
管
理

担
当
☎(
８
６
６)

２
６
１
８

70
歳
か
ら
74
歳
の
か
た(

一
定
以
上
の

所
得
が
あ
る
か
た
を
除
く)

の
医
療
費
の

自
己
負
担
額
を
「
１
割
」
と
す
る
高
齢
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
か
た
は
、
４
月
か
ら

自
己
負
担
額
が
「
２
割
」
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
引
き
上
げ
措
置
は
１
年
間

凍
結
さ
れ
る
た
め
、
来
年
３
月
ま
で
は

「
１
割
」
の
ま
ま
に
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
使
え
る
「
１
割
」
の
受
給
者

証
は
３
月
24
日
(月)
に
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、

例
年
ど
お
り
、
８
月
に
自
己
負
担
割
合
の

再
判
定
を
行
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
賦
課
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
９
９

療
養
病
床(

※)

に

入
院
し
た
場
合
、
70

歳
以
上
の
か
た
は
、

昨
年
10
月
か
ら
所
得

に
応
じ
て
食
費
と
居

住
費
を
負
担
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

４
月
か
ら
は
65
歳
以
上
69
歳
以
下
の
か
た

も
食
費
と
居
住
費
を
負
担
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
病
気
の
慢
性
化
に
よ
り
長
期
入
院
が
必

要
と
な
る
か
た
の
病
床(

ベ
ッ
ド)

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
給
付
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
９
８

広報あきた 平成20年３月７日号03

40歳以上のかたを対象として
行ってきた基本健康診査に代わ

り、メタボリックシンドローム(内臓脂肪
症候群)に着目した「特定健康診査・特定
保健指導」が始まります。
これまでの健診項目に腹囲測定などを

加えて内臓脂肪の蓄積などを判定し、必
要なかたに適切な健康アドバイスを行う
ことで生活習慣病の発症や重症化を防ご
うとするものです。
特定健診の受け方や日程など詳しくは、

５月の広報でお知らせします。

基本健診に代わって
「特定健康診査」が始まります

来
年
４
月
か
ら
国
保
税
の
年
金
天
引
き

が
始
ま
り
ま
す

療
養
病
床
で
は
65
歳
以
上
の

か
た
も
食
費
と
居
住
費
を
負
担

４
月
以
降
に
使
え
る
高
齢
受
給

者
証
は
３
月
に
お
送
り
し
ま
す


